
第3編 航空交通

１　近年の航空交通事故の状況
　我が国における民間航空機の事故の発生件数
は，平成27年は27件，これに伴う死亡者数は10人，
負傷者数は42人である。近年は，大型飛行機によ
る航空事故は，乱気流等気象に起因するものを中
心に年数件程度にとどまり，小型飛行機等が事故
の大半を占めている（第3-1表）。

２　 平成27年中の航空交通の安全上のトラブルの
状況

⑴航空運送事業者における安全上のトラブル
　我が国の特定本邦航空運送事業者（客席数が

100又は最大離陸重量が５万キログラムを超える
航空機を使用して航空運送事業を経営する本邦航
空運送事業者）における乗客死亡事故は，昭和60
年の日本航空123便の御巣鷹山墜落事故以降発生
していない。我が国の航空運送事業者に対して報
告を義務付けている事故，重大インシデントに関
する情報は，平成27年度に43件報告された。
⑵管制関係の安全上のトラブル
　我が国の航空管制に関係する事故・重大インシ
デントは，平成27年度に３件発生している。
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区分

年

発   生   件   数 死  傷  者  数
大　型
飛行機

小　型
飛行機

超軽量
動力機

ヘリコ
プター

ジャイロ
プレーン 滑空機 飛行船 計 死亡者 負傷者

件 件 件 件 件 件 件 件 人 人
平成23 2 8 1 3 0 1 0 15 7 14
24 8 3 2 4 0 1 0 18 1 23
25 1 4 1 3 0 2 0 11 2 14
26 4 5 2 1 0 5 0 17 2 28
27 3 9 3 3 1 8 0 27 10 42

注　１　国土交通省資料による。
　　２　各年12月末現在の値である。
　　３　日本の国外で発生した我が国の航空機に係る事故を含む。
　　４　日本の国内で発生した外国の航空機に係る事故を含む。
　　５　事故発生件数及び死傷者数には，機内における自然死，自己又は他人の加害行為に起因する死亡等に係るものは含まない。
　　６　死亡者数は，30日以内死亡者数であり，行方不明者等が含まれる。
　　７　大型飛行機は最大離陸重量5.7トンを超える飛行機，小型飛行機は最大離陸重量5.7トン以下の飛行機である。

▶第3-1表 航空事故発生件数及び死傷者数の推移（民間航空機）

173



航空交通安全対策の今後の方向性
第10次交通安全基本計画より

１　基本的な考え方
　我が国の民間航空機の事故の発生件数は，長期
的には減少傾向にあり，我が国の特定本邦航空運
送事業者（客席数が百又は最大離陸重量が５万キ
ログラムを超える航空機を使用して行う航空運送
事業を経営する本邦航空運送事業者）における乗
客死亡事故は，昭和60年の御巣鷹山墜落事故以降
は発生していないが，航空運送事業の中心となる
大型機の事故は，乱気流に起因する機体の動揺に
伴うものを中心に，年間数件程度ではあるものの
依然として発生しており，下げ止まりの傾向も見
られる。また，ヒューマンエラー，機材不具合等
による重大インシデントや安全上のトラブル，着
陸失敗事故なども発生しており，航空交通事故を
減らすため，また事故につながりかねない安全上
のトラブルの未然防止を図るため，航空交通安全
についての対策を着実に実施し，究極的には航空
事故のない社会を目指す。

２　航空交通の安全についての目標
⑴ 本邦航空運送事業者が運航する定期便につい
て，死亡事故発生率及び全損事故発生率をゼロ
にする。
⑵ 航空事故発生率及び重大インシデント発生率に
関する14の指標で，直近５年間の実績の平均値
について，年率７％の削減を図る。

３　航空交通の安全についての対策　
⑴視点
　我が国においては，航空安全プログラム（SSP）
を段階的に導入し，国が航空全体の安全目標指標
及び達成に向けた管理計画を定め，各業務提供者
と個々の安全目標指標等について合意した上で，
その安全管理システム（SMS）を継続的に監視，
監督，監査を行う等により，安全の向上を図る取
組を推進してきたが，これを航空安全対策の中核
と位置づけ，対策を進めることとする。
　また，航空需要の増大への対応と，航空交通シ

ステムの安全維持・向上を一体として進めること
が重要である。
⑵講じようとする主な施策
【重点施策及び新規施策】
　○　航空安全プログラムの更なる推進
　○　小型航空機等に係る安全対策の推進
　○　航空機の検査の的確な実施
　○ 　増大する航空需要への対応及びサービスの
充実

　○　無人航空機の安全対策

　　①　航空安全プログラムの更なる推進
　　　 　SSPを導入し各施策を取り組むことによ

り，これまでの法令遵守型の安全監督に加
え，国が安全指標及び安全目標値を設定し
てリスクを管理し，義務報告制度・自発報
告制度等による安全情報の収集・分析・共
有等を行うことで，航空安全対策を更に推
進する。

　　②　航空機の安全な運航の確保
　　　 　小型航空機の事故を防止するため,定期

的な操縦技能の審査制度や安全講習会の開
催等を通じて，操縦者の技量維持や運航の
安全確保に必要な事項の周知徹底を図ると
ともに，更なる対策の検討を行う。

　　　 　また，航空運送事業者の安全管理体制の
構築・改善状況を国が確認する運輸安全マ
ネジメント評価を行う。運輸安全マネジメ
ント評価にて, 事業者によるコンプライア
ンスを徹底・遵守する意識付けの取組を的
確に確認する。

　　③　航空機の安全性の確保
　　　 　技術の進歩等に対応した航空機等の安全

基準の策定, 安全の向上に資する技術に関
する調査等を実施するとともに, 我が国の
航空機の安全性に関する情報や外国政府, 
外国メーカー等から得られる安全確保に関
する情報を収集及び分析し, 関係者に提供
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する。
　　　 　また，航空機の検査体制並びに運航・整

備に対する審査及び指導・監督体制の充実
を図る。

　　④　航空交通環境の整備
　　　 　航空需要の着実な伸びを受け，2025年頃

には航空交通量が国内空域の現行の管制処
理能力を超過することが見込まれるなか，
安全かつ効率的な運航を維持しつつこれに
対応するため，国内の航空路空域等の抜本
的な再編を行う。

　　　 　また，既存のシステムを統合した新たな
管制情報処理システムの整備を進める。

　　⑤　無人航空機の安全対策
　　　 　無人航空機について, 関係府省庁と連携

して安全な運航の確保及び健全な利活用に
向けた制度構築に取り組む。

　　⑥　航空交通の安全に関する研究開発の推進
　　　 　関連研究開発機関相互の連絡協調体制の

強化による総合的な研究開発等を推進す
る。また，航空事故を防止するための技術
とともに，万一事故が起こった場合に乗客

を保護するための安全技術等，航空安全に
関する先行的な研究開発を実施する。

　　⑦　航空事故等の原因究明と再発防止
　　　 　航空事故及び航空事故の兆候（航空重大

インシデント）の原因究明を迅速かつ的確
に行うため，調査を担当する職員への専門
的な研修を充実させ，調査技術の向上を図
るとともに，各種調査用機器の活用により
分析能力の向上に努める。

　　⑧　救助・救急活動の充実
　　　 　航空機の遭難，行方不明等に際して，迅

速かつ的確な捜索救難活動を行うため，救
難調整本部と関係行政機関の連携を強化す
るとともに，隣接国の捜索救難機関と連携
した捜索救難体制を確立する。

　　⑨　被害者支援の推進
　　　 　公共交通事故による被害者等への支援の

確保を図るため，平成24年４月に，国土交
通省に公共交通事故被害者支援室を設置，
公共交通事業者による被害者等支援計画作
成の促進等，公共交通事故の被害者等への
支援の取組を着実に進めていく。
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１　SSPの導入
　国際民間航空条約附属書により各締約国に対し
「国家安全プログラム（SSP）」の設定が求めら
れていることを受け，平成26年４月から航空安全
プログラム（SSP）を導入している。SSPを実効
あるものとしていくため，航空の安全性を定量的
に測定するために用いる指標（安全指標）及び目
標値（安全目標値）の設定を含む年度計画を策定
した上で，安全情報の収集・分析及び各分野の関
係者と共有，業務提供者に対する検査等の航空の
安全の向上のための活動を行っている。また，一
連の活動自体をPDCAサイクルで不断に見直し，
その質の向上を図っているとともに，業務提供者
等に対して，一定の違反を伴う事象（航空事故等
を除く。）については，対話を経て，内部的に改
善措置を講じることを認める（当該対話において
業務提供者等から適切な是正措置等が示された場
合は，不利益処分等を実施しない）ことにより，
業務提供者が安全管理システム（SMS）を確立
することを支援している。さらに，５年程度の中
期的な視点から，航空安全行政を取り巻く状況や
取り組むべき課題，方向性を示した中期的方向性
を策定し，これに基づき以後の各年度実施計画を
策定することとした。

２　自発報告制度の確立
　航空分野の日常の活動においては安全上の支障
が顕在化していないため，義務報告制度では報告
されないまま埋もれてしまいがちな安全に関する
事象が多く存在する。これらに関する情報を潜在

的なリスクと据え掘り起こして収集し，再発防止
及び予防的対策に役立てていくことは，当該事象
に起因した航空機事故等を防止する観点から極め
て重要である。このことから，平成26年度に導入
した自発報告制度について，引き続き運用を行っ
ている。同制度においては，できるだけ広範囲の
航空関係者から収集するため，報告者は航空活動
に自ら直接携わる個人又は当該個人が所属する組
織としている。また，報告を促すため報告手段は
できるだけ多くし，報告様式はできるだけ簡潔な
ものとしている。また，提供した情報が航空安全
当局により報告者の不利益な処分等に利用される
のではないかとの懸念を払拭するため，運用を航
空安全当局及び報告者以外の第三者に委ね，個人，
会社名等が特定されないよう運用主体が情報源の
秘匿化を行い，航空安全当局は運営主体に対し個
人・会社名等が特定されるような情報の提供を求
めないこととしている。なお，平成26年度におい
ては報告件数をさらに増やすことが課題であった
ことから，航空関係者に対する本制度の周知活動
を積極的に実施している。

３　安全情報の分析・評価体制の強化
　航空事故その他の航空の安全運航に影響を及ぼ
す事態の再発を防止するとともに，予防的対策の
実施に役立てるため，義務報告制度等により航空
の安全に関する情報を幅広く収集する。収集した
安全情報については，有識者・学識経験者を含む
委員会等の場において評価・分析を行い，分析後
公表している。

１　予防的安全対策の推進
　空港及び航空官署における安全対策について
は，航空安全当局において安全に関する方針及び
目標を設定するとともに，目標達成のための管理

計画の策定及び実施に係る状況の監視等，必要な
措置を講じていくことにより，系統だった包括的，
継続的な管理手法（安全管理システム（SMS））
の定着に取り組み，国際的な責務を果たすよう推

航空交通安全施策の現況第２章

総合的な安全マネジメントへの転換第１節

航空交通環境の整備第２節
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進している。また，安全管理体制を監視するため，
空港及び航空官署において安全指標及び目標値を
設定させた上で，指導，監督，助言等を行っている。

２　航空交通の安全性の向上及びサービスの充実
⑴首都圏空港・空域における容量拡大への取組
　成田国際空港の年間発着枠30万回への拡大等で
交通量が増加しており，今後とも需要増が見込ま
れる。これにより首都圏空域の更なる交通混雑が
見込まれることから，これらに対応するため，飛
行経路・空域の詳細検討等，具体的な方策の検討
を行っている。
⑵航空交通管理センターにおける取組
　航空交通量の増大に対応するため，シミュレー
ションを用いた空域構成の最適化や自衛隊等の訓
練空域の弾力的な利用を進めるとともに，交通流
や交通量の予測や制御性の向上等，航空交通管理
センターの機能を充実・強化し，きめ細やかな交
通整理を行うことで全国の航空路の混雑緩和や空
中待機等の減少を図っている。
⑶空域の安全性評価・監視体制の強化
　航空機間の垂直間隔の最低基準を短縮する運用
の安全性に関する評価の精度向上のため，航空機
の飛行高度を実測する高度監視装置及び高度維持
性能を解析する空域安全性評価システムによる監
視を行い，首都圏空港の増枠等により航空交通量
が増大する中で，継続して空域の安全性の確保を
図っている。
⑷広域航法（RNAV）の整備
　航空機の安全で効率的な運航を確保するため，
広域航法（RNAV）の導入を促進している。また，
飛行距離の短縮や就航率の向上等の効果が期待で
きる新たな技術の広域航法（RNAV）経路を，運
航者と導入効果などを検討しつつ，必要な空港に
順次展開している。
⑸小型航空機運航環境の整備
　ヘリコプター専用の低高度RNAV経路を設定
するなど，悪天候下における消防防災活動等を円
滑に実施するために，小型航空機の飛行特性に合
わせた計器飛行方式（IFR）による運航の実現に
向けた環境整備を行っている。
　さらに，海上部及び山間部における送電線への

接触事故等を未然に防止するため，特定の航空障
害物件への航空障害標識の適切な設置を促すとと
もに，運航者に対して物件情報の提供を実施して
いる。
⑹飛行検査体制の充実
　平成27年４月に飛行検査機の拠点を中部国際空
港に移転し，飛行検査センターを発足させた。さ
らに，同年10月には高性能の検査システムを搭載
した新型飛行検査機３機を導入した。引き続き，
年々高度化する航空保安システム等の飛行検査・
検証に対応するため，飛行検査体制の充実を図る。
⑺将来の航空交通システムの構築に向けた取組
　長期的な航空交通需要の増加や，利便性の向上
等の多様化するニーズに対応するとともに，世界
的に相互運用性のある航空交通システムを実現す
るため，我が国においては，平成37年を見据えた
「将来の航空交通システムに関する長期ビジョン
（CARATS）」及びその実現に向けたロードマッ
プを策定し，国際的に協調した航空交通システム
の高度化に向けて，産学官が連携した施策の検討・
導入を順次実施している。

３　航空交通の安全確保等のための施設整備の推進
⑴航空保安システムの整備
　高密度空域における航空機の監視機能の強化を
図るため，二次監視レーダーモードS（SSRモー
ドS）の整備を推進している。
　また，航空交通管制情報処理システムを統合し，
全国の航空機の運航に関する情報を一元的に管理
するとともに，現在４管制部にある航空路レー
ダー情報処理システムを２拠点に統合し，相互の
バックアップ機能の強化を進めている。
⑵大都市圏拠点空港等の施設整備
　東京国際空港（羽田空港）については，国際線
旅客ターミナルビルの拡張等により，平成26年３
月より国際線の発着枠を３万回増枠し，年間発着
枠44.7万回化を実現した。引き続き，国内線・国
際線地区を結ぶトンネルや駐機場の整備等を進
め，空港機能の拡充を目指す。
　成田国際空港については，LCCターミナル（第
３ターミナル）の整備等により，平成27年３月に年
間発着枠30万回化を実現した。今後とも，LCCを

177

第２章　航空交通安全施策の現況



含む国際・国内ネットワークの充実を図り，アジア
有数のハブ空港としての地位の確立を図っていく。
　これらの取組により，平成26年度末までに羽田
空港・成田国際空港両空港の年間合計発着枠を75
万回に拡大した。また，75万回化達成以降におい
ても，2020年東京オリンピック・パラリンピック
競技大会の円滑な開催，さらにはその先を見据え，
首都圏の国際競争力の強化，増加する訪日外国人
旅行者の受け入れ，地方創生の観点から，首都圏
空港の機能強化に向けて，平成32年までに羽田・
成田両空港の空港処理能力を拡大することに取り
組んでいる。具体的には，羽田空港における飛行
経路の見直し等による機能強化方策の具体化に向
けて，平成26年８月に関係自治体や航空会社等の
関係者が参画した協議会を設置し，協議を進めて
いるところ。
　その他，沖縄県と国内外とを結ぶ人流・物流の
拠点として極めて重要な役割を果たしている那覇
空港において，更なる沖縄振興を図るため，滑走
路増設事業を実施している。福岡空港については，
慢性的に発生しているピーク時の航空機混雑を抜
本的に解消するため，滑走路増設に係る環境影響
評価手続きを実施し，滑走路増設事業に新規着手
した。また，航空機の安全運航を確保するため，
老朽化が進んでいる施設について戦略的維持管理
を踏まえた空港の老朽化対策を実施するととも
に，地震災害時における空港機能の確保等を図る
ため，空港の耐震化を着実に推進している。

４　空港の安全対策の推進
⑴滑走路誤進入対策の推進
　滑走路誤進入対策として，管制指示に対するパ
イロットの復唱のルール化等，管制官とパイロッ
トのコミュニケーションの齟齬の防止や，滑走路
占有状態等を管制官やパイロットへ視覚的に表
示・伝達するシステムの整備等，ソフト・ハード
両面にわたる対策を推進している。
⑵空港の維持管理の推進，安全技術の強化
　航空機の安全な運航を確保するためには，滑走
路等の諸施設が定められた基準に適合するように
維持管理されることが極めて重要である。このた
め，平成26年４月から公共用の空港において，空

港毎に策定した長期的視点に立った維持管理・更
新計画に基づき，定期的に点検，診断を行い，予
防保全的維持管理を着実に実施するとともに，積
雪寒冷地域については，空港の除雪も着実に実施
している。

５　航空保安職員の教育の充実
　更なる航空交通需要の増大に伴う空域の容量拡
大やシステムの高度化に的確に対応するため，航
空保安職員に対し高度な知識及び技量を確実に修
得させることを目的として，航空保安大学校等に
おける基礎研修及び専門研修について，研修効率
を上げるための研修カリキュラム及び訓練機材の
見直しに着手するとともに，国際的に標準化され
た研修への移行を進めている。

６　空港・航空保安システムの災害対策の強化
⑴空港の災害対策の強化
　新潟県中越地震や東日本大震災等において明ら
かになったとおり，空港は救急・救命活動や緊急
物資輸送の拠点として役割を果たすことが求めら
れる。また，災害時においても航空ネットワーク
を維持し背後圏経済活動を継続させる役割が求め
られている。
　ア　空港施設の耐震性の向上
　平成19年４月に策定した「地震に強い空港のあ
り方検討委員会報告」に基づき，発災早期の段階
から救急・救命活動等を行うことができるよう，
また，発災後３日以内に緊急物資・人員輸送の拠
点として機能するよう，航空輸送上重要な13空港
から優先的に滑走路等の耐震化を進めている。
　イ　空港の地震・津波対策
　東日本大震災において，仙台空港が大津波によ
り甚大な被害を受けたことを踏まえ，空港の津波
対策の基本的考え方となる「空港の津波対策の方
針」を平成23年10月に取りまとめた。当該方針に
基づき，津波リスクの高い空港において，津波襲
来時に人命保護を図るための津波避難計画を策定
し，本計画に基づく津波避難訓練等の取組みを実
施している。また，津波被災後における空港機能
を早期に回復させるための津波早期復旧計画を策
定し，本計画に基づき関係機関との協力体制構築
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等の取組を実施している。
　さらに，平成26年度の「南海トラフ地震等広域
的災害を想定した空港施設の災害対策のあり方　
とりまとめ」を踏まえ，27年度に「空港における
地震・津波に対応する避難計画・早期復旧計画ひ
な型」を策定し，対策を推進している。
⑵航空保安システムの災害対策の強化
　大規模災害時に東京航空交通管制部が被災して

も，システム開発評価・危機管理センター
（SDECC）及び隣接管制部にて代替業務を実施
できる体制に加え，航空交通管理センターの代替
業務体制を構築し，危機管理能力の向上を進めて
いる。また，航空保安施設及び局舎等の耐震診断
やそれに基づく耐震補強による耐震性の向上等を
適切に実施し，災害対策の強化を図っている。

１　運輸安全マネジメント制度の充実・強化
　平成18年10月より導入した「運輸安全マネジメ
ント制度」により，事業者が社内一丸となった安
全管理体制を構築・改善し，国がその実施状況を
確認する運輸安全マネジメント評価を27年におい
て19者に対して実施した。

２　航空運送事業者等に対する監督体制の強化
　航空会社の事業形態が複雑化・多様化する状況
を踏まえ，抜き打ちを含む厳正な立入検査を行う
ことにより航空会社における安全性の現状や将来
のリスクを把握するなど体系的な監査を実施する
ほか，年末年始の輸送等安全総点検により，事業
者の安全意識の向上を図った。また，専門的かつ
的確な監査の実現を図るため，監査担当職員等の
研修の充実等を図っている。

３　航空安全情報を通じた予防的安全対策の推進
　事故や重大なトラブル等の発生を未然に防止す
るため，事故，重大インシデントや機材不具合・
ヒューマンエラー等の航空安全に係る情報の収集
及び分析を通じた安全性向上のために必要な対策
の策定等を行うとともに，安全上のトラブル情報
等を関係者間で共有することにより，予防的安全
対策を推進している。

４　航空従事者の技量の充実等
　安全を確保しつつ航空ネットワークの充実等を
図るためには，操縦士の安定的な供給を確保する
ことが必要である。このため，乗員政策等検討合
同小委員会とりまとめ（平成26年７月）を踏まえ

て，即戦力となる操縦士の確保，民間養成機関の
供給能力拡充，航空大学校のさらなる活用，航空
会社による自社養成の促進等，操縦士の養成・確
保に向けた取組を促進している。その中で，航空
機加齢乗員の年齢上限については，医学面及び技
能面において慎重な検討を行った結果，現行の64
歳（65歳未満）から67歳（68歳未満）への引き上
げが可能との結論に至り，従来より厳しい条件を
付した上で，平成27年度から65歳以上の乗員の活
用を図っている。（平成27年４月23日適用）
　加えて，公共性の高いドクターヘリや消防・防
災ヘリ等の操縦士の需要が増大する中で，ヘリコ
プター操縦士の養成・確保が重要な課題となって
いることから，関係省庁で検討を進め，平成27年
７月に検討結果をとりまとめたところ。今後，こ
のとりまとめを踏まえ，民間事業者や関係省庁と
連携して，ヘリコプター操縦士についても養成・
確保の促進を図っていくこととしている。
　また，航空機乗組員の身体検査を行う医師（指
定医）及び医療機関等に対する講習会の内容の充
実，立入検査の強化等により，さらなる能力水準
の向上・平準化を図るとともに，航空会社の健康
管理部門への監査・指導の強化等により航空会社
の健康管理体制の強化を図っている。
　さらに，航空運送事業者に対し，航空従事者に
安全に関する情報を周知徹底させ，安全意識の高
揚を図るよう指導している。

５　外国航空機の安全の確保
　我が国に乗り入れている外国航空機に対する立
入検査（ランプ・インスペクション）の充実・強

航空機の安全な運航の確保第３節
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化を図るとともに，外国航空機による我が国内で
の事故や重大インシデント等が発生した際には，
必要に応じて，関係国の航空安全当局に対して原
因の究明と再発防止を要請している。また，諸外
国の航空安全当局との連携を図るために航空安全
に係る情報交換に努めている。なお，平成27年度
は，40か国の99社を対象に696回のランプ・イン
スペクションを実施した。

６　小型航空機等に係る安全対策の推進
　近年の小型航空機の航空事故における原因とし
ては，操縦操作や判断が不適切なもの，気象状態
の把握や判断が不適切なもの，出発前の確認が不
適切なもの等人為的な要因によるものが多い。こ
のような小型航空機の事故の防止を図るため，法
令及び安全関係諸規程の遵守，無理のない飛行計
画による運航，的確な気象情報の把握，操縦士の
社内教育訓練の充実等を内容とする事故防止の徹
底を指導するとともに，近年の事故事例等も踏ま
え小型航空機対策を様々な視点からきめ細かく進
めて行く。さらに平成26年度から，操縦者に対し
て，操縦等を行う日前の２年間のうちに，離着陸
時の操縦や非常時の操作等の操縦技能及び知識が
維持されているかどうかの審査を義務付ける特定
操縦技能の審査制度が施行されており，当該制度
の適切な運用を図っている。また，小型航空機を
運航することの多い自家用操縦士に対しては，操
縦士団体等が開催する安全講習会への参加を呼び
かけるとともに，講師の派遣等小型航空機操縦士
を対象とした講習会への積極的な支援を行ってい
る。また，超軽量動力機，パラグライダー，スカ
イダイビング，滑空機，熱気球等のスカイレジャー
の愛好者に対し，（一財）日本航空協会，関係スポー
ツ団体等を通じた安全教育の充実，航空安全に係
る情報提供など，スカイレジャーに係る安全対策
を行っている。

７　危険物輸送の安全対策の推進
　医療技術等の発展等に伴う放射性物質等の航空
輸送の増加及び需要の高まり等による危険物の航
空輸送の増加及び輸送物質の多様化に対応するた
め，国際民間航空機関（ICAO）及び国際原子力

機関（IAEA）における国際的な危険物輸送に関
する安全基準の整備に基づき，所要の国内基準の
整備を図った。
　また，危険物の安全輸送に関する講習会等を通
じて知識の普及を図るとともに，航空運送事業者
等については危険物輸送従事者に対する社内教育
訓練の実施及び危険物の適切な取扱いの徹底を図
るよう指導した。

８　無人航空機の普及に向けた対応
　昨今，急速に普及しているドローンなどの無人
航空機は，空撮や農薬散布，インフラ点検等の様々
な分野で利用が広がっており，今後も一層の利活
用が期待されている一方，落下事故など，安全上
の課題も発生していた。そのため，無人航空機を
飛行させる空域及び飛行の方法等，無人航空機に
関する必要最小限の交通ルールを緊急的に導入す
る航空法の一部改正法が平成27年９月に成立し，
同年12月に施行されている。具体的には，人口集
中地区での飛行や夜間・目視外での飛行について，
許可・承認の審査を適切に行うことで無人航空機
の安全確保を図っている。

９　航空交通に関する気象情報等の充実
　ア　気象情報等の充実
　悪天による航空交通への影響を軽減し，航空機
の運航・航空交通流管理を支援する航空気象情報
の高度化を図るため，東京国際空港・関西国際空
港において，航空機の離着陸に多大な影響を及ぼ
す低層ウィンドシアー（大気下層の風の急激な変
化）を検知する空港気象ドップラーレーダーの更
新整備を行った。また，平成27年７月７日に静止
気象衛星「ひまわり８号」の運用を開始し，衛星
観測の頻度が上がったことにより，航空機の火山
灰被害を防止・軽減する火山灰情報のより迅速な
提供が可能となった。
　イ　運航情報等の充実
　空港情報（使用滑走路，進入方式等），飛行中
の航空機から報告があった情報等について体系的
に整理・蓄積したデータベース等を利用して，運
航者及び関係機関に対して航空機の運航に必要な
情報の提供を行っている。
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１　 航空機，装備品等の安全性を確保するための
技術基準等の整備

　航空機，装備品等の安全性の一層の向上等を図
るため，最新技術の開発状況や国際的な基準策定
の動向等を踏まえ，航空機の騒音値に対する効率
的な検証方法に係る調査等の必要な調査を実施す
るとともに，航空機及び装備品の安全性に関する
技術基準等の整備を行った。

２　航空機検査の的確な実施
　国産旅客機開発プロジェクトについて，その安
全性を確保するため，設計・製造国政府として，
型式証明の審査等を的確に進めるとともに，輸入
国当局である欧米当局との必要な調整を実施した。

　また，航空機の検査や製造・整備事業者等に対
する指導監督を行うための体制強化を実施すると
ともに，航空機検査・設計審査職員の質的向上を
図るため，研修の充実強化を図った。

３　航空機の整備審査の的確な実施
　航空運送事業者の整備体制に係る審査として，
整備規程の認可に係る審査のほか，新規参入や新
たな基地の追加，新機種導入時等に行う運航開始
前の検査，定例連絡会議の開催等を行っており，
これらを通じて的確に指導・監督を行っている。
　また，整備審査官の質的向上を図るため，研修
内容の見直しを行い，最新の整備方式に対応した
内容の研修を実施している。

１　捜索・救難体制の整備
　航空機の遭難，行方不明等に際して，迅速かつ
的確な捜索・救難活動を行うため，東京空港事務
所に設置されている救難調整本部と捜索・救難に
係る関係機関との実務担当者会議を開催するとと
もに，合同訓練を実施している。また，遭難航空
機の迅速な特定を行うため，救難調整本部におい
て航空機用救命無線機（ELT）に登録された航
空機，運航者等に関する情報の管理を行っている。
さらに，救難調整本部と捜索・救難に係る関係機
関との連絡調整に使用する捜索救難システムの更
新・機能向上により捜索救難業務体制の拡充を

図っている。

２　消防体制及び救急医療体制の整備
　空港における消防・救急医療体制を維持するた
め，東京国際空港，福岡空港の化学消防車の更新
を行うとともに，函館空港，小松空港の治療用テ
ントの更新配備を行った。
　なお，各空港においては，空港救急医療に必要
な資器材の計画的な配備更新等を進めるととも
に，空港救急医療活動が的確かつ円滑に実施でき
るよう関係機関等との連携強化を図るため，定期
的な合同訓練を実施した。

　損害賠償請求の援助活動等や被害者等の心情に
配慮した対策の推進を図った。
　特に，大規模事故が発生した場合には，警察，
医療機関，地方公共団体，民間の被害者支援団体
等が連携を図り，被害者を支援することとしている。
　公共交通事故による被害者等への支援の確保を
図るため，平成24年４月に，国土交通省に公共交
通事故被害者支援室を設置し，被害者等に対し事

業者への要望の取次ぎ，相談内容に応じた適切な
機関の紹介などを行うこととしている。
　平成27年度は，公共交通事故発生時に，被害者
等へ相談窓口を周知するとともに被害者等からの
相談に対応した。また，平時においても，支援に
当たる職員に対する教育訓練の実施，外部の関係
機関とのネットワークの構築，公共交通事故被害
者等支援フォーラムの開催，公共交通事業者によ

航空機の安全性の確保第４節
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る被害者等支援計画の策定の働きかけ等を行った。

　防衛省は，航空交通の安全を確保するため，航
空法（昭27法231）の規定の一部が適用を除外さ
れている自衛隊が使用する航空機，自衛隊の航空
機に乗り組んで運航に従事する者，自衛隊が設置
する飛行場等について基準を定めるなど必要な措
置を講じている。
　また，自衛隊において航空事故が発生した場合
には，専門的な事故調査委員会等において徹底的
な原因究明を行った後，調査結果を踏まえ所要の
再発防止対策を実施している。
　なお，事故防止策の強化の観点から，飛行隊長
等に対する補職前の安全教育の充実に取り組んで
いる。

１　航空機の運航・整備
　自衛隊が使用する航空機の運航に関しては，異
常接近防止，燃料の携行量，航空機の灯火等に関
する事項を訓令等によって規定して，航空従事者
にこれを遵守，励行させているほか，安全意識の
高揚と飛行安全に関する知識の向上に資するた
め，飛行安全に関する教育の実施及び資料の配布，
安全監察の実施等を通じて航空交通の安全の確保
に努めている。特に，異常接近を防止するため，
訓練／試験空域において訓練飛行等を実施するに
当たっては，航空警戒管制部隊が監視及び助言を
行っている。
　また，限られた空域を安全かつ有効に利用する
ため，国土交通省航空交通管理センターに自衛官
を派遣し，自衛隊が訓練／試験空域を使用してい
ない場合に民間航空機の通過を可能とする運用を
実施するほか，時間差を利用して訓練／試験空域
と航空路等の空域の分離を図る，いわゆる時間分
離方式による運用を実施しているが，それらの運
用に当たっては，レーダー及び自動化された航空
情報処理システムの活用，空域調整官の配置等に
より，航空交通の安全の確保に万全を期している。
　防衛省における航空機の整備は，技能証明を有
する整備士が所定の整備基準を厳格に遵守して

行っており，また，随時，安全監察及び品質管理
調査を実施して万全を期している。

２　航空従事者
　自衛隊が使用する航空機には，自衛隊の航空機
に乗り組んで運航に従事することができる航空従
事者技能証明（以下，「技能証明」という。）及び
計器飛行証明を受けている者を乗り組ませてい
る。技能証明は12種類に区分されており，技能に
応じて乗り組むことができる航空機の種類，等級
及び型式を限定している。また，計器飛行証明も
技能に応じて２種類に分けている。
　これらの技能証明及び計器飛行証明を取得する
ためには，学校等における所定の教育を修了して
いることを要件としており，また，技能証明及び
計器飛行証明を付与した後においても，常時，教
育訓練を実施し，航空従事者としての知識及び技
能の向上を図っているほか，航空関係の規定に違
反する行為があった場合，身体的適性に疑いが生
じた場合等には，技能証明及び計器飛行証明の取
消しや効力の停止等の措置を講じ，技能水準の保
持及び航空事故の防止に努めている。
　また，自衛隊の使用する航空機に乗り組んで運
航に従事する者の教育訓練の充実を図るため，フ
ライトシミュレーターの整備等を進めている。

３　飛行場及び航空保安施設等
　自衛隊が設置する飛行場及び航空保安施設等に
ついては，航空法に準拠して，設置及び管理に関
する基準を訓令で定めている。
　航空交通管制施設の整備としては，大湊飛行場，
八戸飛行場，入間飛行場及び厚木飛行場の着陸誘
導管制装置の換装並びに霞の目飛行場及び入間飛
行場の飛行場管制装置の換装を実施している。ま
た，航空保安無線施設の整備としては，入間飛行
場，厚木飛行場，木更津飛行場，館山飛行場，徳
島飛行場，築城飛行場，目達原飛行場及び南鳥島
のタカン装置の整備等安全上の措置を進めている。

防衛省における航空交通安全施策第７節
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４　飛行点検の実施
　飛行の安全を維持し，効率的な航空交通管制を
行うためには，航空保安無線施設等※が航空交通
の実情に適合し，かつ，常に正しく機能している
ことが必要である。このため，自衛隊が設置及び
管理している航空保安無線施設等については，飛
行点検機を使用し実際の飛行状態に即した機能状

態の点検を行い，その結果を評価及び判定している。

５　救助救難体制
　航空機の捜索救難のために，主要飛行場に救難
捜索機（U-125A），救難ヘリコプター（UH-60J）
及び救難飛行艇（US-1A，US-2）等を配備して
いる。

　航空事故及び航空事故の兆候（重大インシデン
ト）に関し，当該事故等が発生した原因や，事故
による被害の原因を究明するための調査を行い，
調査で得られた知見に基づき，国土交通大臣又は
原因関係者に対して勧告等を実施するとともに，
事故等調査の過程においても，航空交通の安全に
有益な情報については，タイムリーかつ積極的な
情報発信を行い，航空事故等の防止や事故による
被害の軽減に努めた。
　また，事故等調査を迅速かつ的確に行うため，
各種調査用機器の活用による分析能力の向上に努

めるとともに，過去に公表した事故等調査報告書
のデータベース化や各種専門研修への参加等によ
り，調査・分析手法の蓄積・向上を図った。
　さらに，公表した事故等調査報告書の概要や分
析結果の解説等を掲載した定期情報誌を発行し，
航空関係者等に広く提供した。
　また，国際航空事故調査員協会（ISASI）及び
国際民間航空機関（ICAO）アジア太平洋地域事
故調査グループ（APAC-AIG）等，各種国際会
議に積極的に参加し，航空事故調査に関する情報
交換を行った。

⑴文部科学省関係の研究
　国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構では，
航空機の運航安全に関する研究として，「客室内
事故防止のための乱気流検知技術の研究開発」等
を推進した。
　さらに，国土交通省からの依頼に基づき，構造
耐空性証明の技術基準策定等の技術支援や，運輸
安全委員会による航空事故等の事故原因の究明に
協力した。
⑵国土交通省関係の研究
　ア　国土技術政策総合研究所の研究
　航空機の離着陸時の安全性向上等を目的とし
て，滑走路等空港土木施設の設計・施工・補修に
関する研究及び，既存ストックのライフサイクル
コストを考慮した空港舗装設計手法高度化に関す
る研究を行った。

　イ　気象庁気象研究所等の研究
　気象情報等の精度向上を図り，航空交通の安全
に寄与するため，気象庁気象研究所を中心に，第
２編第２章第10節⑶ウで述べた研究等，気象に関
する基礎的及び応用的研究を行った。
　ウ　国立研究開発法人電子航法研究所の研究
　航空交通の安全の確保とその円滑化を図るた
め，「飛行中の運航高度化」，「空港付近の運航高
度化」及び「空地を結ぶ技術及び安全」に関する
研究開発を実施した。
　エ　国立研究開発法人港湾空港技術研究所の研究
　地震時における地下構造物周辺地盤の変形照査
の高度化や舗装材料の性能照査方法に関する研究
を行った。

航空事故等の原因究明と再発防止第８節

航空交通の安全に関する研究開発等の推進第９節

※航空保安無線施設等
　 　電波又は灯火により航空機の航行を援助するための施設。
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